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2008 年 2 月 15 日 

株式会社日立製作所 

株式会社日立システム九州 

株式会社リコー 

株式会社ゼンリン 

 
無線 IC タグの活用による「著作物の複写利用管理システム」の実証実験に成功 

- 西日本シティ銀行と三井住友銀行において 2 ヶ月間実施し、有効性を確認 - 

 
 

株式会社日立製作所(本社：東京都千代田区、執行役社長：古川 一夫／以下、日立製作所)、

株式会社日立システム九州(本社：福岡県福岡市、取締役社長：市山 信也／以下、日立システム

九州)、株式会社リコー(本社：東京都中央区、社長執行役員：近藤 史朗／以下、リコー)、株式会

社ゼンリン(本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：原田 康／以下、ゼンリン)の 4 社は、4 社が

共同で開発した無線 IC タグの活用による「著作物の複写利用管理システム」(以下、本システム)の

実用化に向けた実地での実証実験を 2 ヶ月間実施し、このたび終了しました。 

結果として、著作物の複写状況に応じた課金をはじめ、その管理や回収に至る本システムの有

効性が確認できるなど、実証実験に成功しました。 

 

本システムは、「著作物」の利用状況に応じた複写利用料の支払いを可能にするものです。「著

作物」には固体識別が可能な日立製作所の世界最小クラスの無線 IC タグ「ミューチップ」を装着

し、複写の際には、ミューチップの読み取り装置(ミューチップリーダ)を装備したリコーのデジタル複

合機によって複写利用記録を取得し、日立システム九州が開発する「複写利用料管理システム」に

より管理します。 

 

今回の実証実験は、2007 年 11 月 20 日から 2008 年 1 月 21 日まで、西日本シティ銀行(本店：

福岡県福岡市、頭取：久保田 勇夫)の北九州営業部、ならびに三井住友銀行(本店：東京都千代

田区、頭取：奥 正之)の北九州法人営業部に、それぞれ本システムを設置して実施しました。実際

の業務の中で、ゼンリン住宅地図帳を複写利用する際に、本システムによる著作権管理が有効に

機能するかなどを検証しました。あわせて、住宅地図の複写利用状況把握やデータ回収処理など

を実施することで、実務に必要な情報処理システムやデジタル複合機の操作性の確認や改善要

望など、実用化に向けた情報収集を行いました。 

 

今回の実証実験により、詳細な複写利用状況の把握や複写利用料管理システムの処理が有効

に機能したことなどが確認できました。今後 4 社は今回の実証実験で得た成果に加え、著作権者

や著作権管理団体の意見を取り入れた製品・システムやその標準規格についての策定を行うとと

もに、著作権者や著作権管理団体に対し、本システムを活用したビジネスモデルへの参加を働き

かけるなど、本システムの実用化を目指します。 
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■ 「著作権の複写利用管理システム」開発の背景 
著作物の複写利用については、著作権法で事前に著作権者の許諾を得ることが必要とされて

いますが、デジタル放送などと違い、利用者からの申告以外に著作物の複写利用状況を把握する

手段がないため、不適切な複写利用が日常化しているのが実情です。他方、利用者の立場からし

ますと著作権者の許諾を得るためには、個々の複写行為について著作権管理団体への申請や利

用料の支払い、複写利用の許諾証明といった煩雑な作業が必要となっており、容易に著作物を複

写利用できる環境が整備されていないという課題があります。 

このような状況のもと、2007 年の著作権法の改正(第 119 条、第 124 条)により著作権侵害に係

る罰則が強化されたほか、企業等において法令遵守や著作権侵害リスク管理、知的財産権の保

護といった意識が高まってきています。 
 
■ 「著作権の複写利用管理システム」の概要 

本システムは、「著作物」に固体識別が可能な日立製作所の世界最小クラスの無線 IC タグ「ミュ

ーチップ」を装着し、複写の際には、ミューチップの読み取り装置(ミューチップリーダ)を装備したリ

コーのデジタル複合機によって複写利用記録を取得し、日立システム九州が開発する「複写利用

料管理システム」により管理するというものです。ミューチップにより 1 次複写物の管理ができ、出力

した複写物には地紋に牽制文字を埋め込むことで不適切な 2 次複写による利用を抑止します。 

なお、本システムは、ゼンリン、日立製作所、日立システム九州が、2004 年から著作物の著作権

管理について共同で進めてきた研究をもとに、日立のサポートを受けてリコーが「ミューチップ読み

取り機能付きデジタル複合機」のプロトタイプを開発したことで実現しました。 

本システムが実用化されることにより、著作権者は複写利用に応じた著作権料を受領することが

可能となります。また、複写利用者は従来の「複写許諾契約」等に基づく概算見積もり支払いから

利用状況に応じた複写利用料を支払うことが可能となります。 

 

■ 実証実験の概要 
・時期 ： 2007 年 11 月 20 日(火)～2008 年 1 月 21 日(月) 

・場所 ： 西日本シティ銀行 北九州営業部、ならびに三井住友銀行 北九州支店 

・目的 ： プロトタイプモデルを実際に利用し、実運用に求められる仕様を確認 
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■ 本件に関するお問い合わせ先 
株式会社日立製作所 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部  

産業第二営業本部 第七営業部 【担当：伊東】 

〒140-8573 東京都品川区南大井 6 丁目 26 番 2 号 大森ベルポート B 館 

TEL：03-5471-2212(ダイヤルイン) 

 

株式会社日立システム九州 経営支援センター 【担当：熊澤】 

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜 2 丁目 1 番 1 号 日立九州ビル 

TEL：092-844-0010 (ダイヤルイン) 

 

株式会社リコー 販売事業本部 ソリューションマーケティングセンター  

Operius 販売計画室 【担当：村山】 

〒104-8222 東京都中央区銀座 8 丁目 13 番 1 号 リコービル 

TEL：03-6278-5176 (ダイヤルイン) 

 

株式会社ゼンリン 経営企画室 【担当：浦川、扇】 

〒803-8630 福岡県北九州市小倉北区室町 1 丁目 1 番 1 号 

TEL：093-592-9058 (ダイヤルイン) 

 

 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 
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